
6区議会だより

陳
情
の
要
旨
は
、
区
議
会 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
い 

た
だ
け
ま
す
。 

平成25年（2013年）1月23日　No.187

★
区
長
提
出
議
案 

11
月
22
日
（
木
）
議
会
運
営
委
員
会 

　
　
　
　
　
　
　
本
会
議 

　
　
　
　
　
　
　（
所
信
表
明
、
議
案
上
程
等
） 

11
月
26
日
（
月
）
本
会
議
（
一
般
質
問
） 

　
　
27
日
（
火
）
本
会
議
（
一
般
質
問
） 

　
　
28
日
（
水
）
本
会
議
（
一
般
質
問
） 

　
　
29
日
（
木
）
常
任
委
員
会
（
５
委
員
会
） 

　
　
30
日
（
金
）
特
別
委
員
会
（
４
委
員
会
） 

12
月
３
日
（
月
）
特
別
委
員
会
（
４
委
員
会
） 

　
　
　
　
　
　
　
常
任
委
員
会
（
５
委
員
会
） 

　
　
18
日
（
火
）
議
会
運
営
委
員
会 

　
　
　
　
　
　
　
本
会
議
（
追
加
上
程
） 

　
　
　
　
　
　
　
常
任
委
員
会
（
１
委
員
会
） 

　
　
19
日
（
水
）
常
任
委
員
会
（
５
委
員
会
） 

　
　
　
　
　
　
　
特
別
委
員
会
（
４
委
員
会
） 

　
　
21
日
（
金
）
議
会
運
営
委
員
会 

　
　
　
　
　
　
　
本
会
議
（
議
決
） 

資
産
税
お
よ
び
都
市
計
画
税
の

軽
減
措
置
の
継
続
に
つ
い
て
の

意
見
書
の
提
出
に
つ
い
て
 

   陳
情
第
87
号
　
宮
城
県
女
川
町

災
害
廃
棄
物
受
け
入
れ
に
か
か

る
住
民
説
明
会
の
再
度
開
催
等

に
つ
い
て
 

陳
情
第
88
号
　
災
害
廃
棄
物
焼

却
の
際
の
周
辺
へ
の
告
知
と
放

射
能
測
定
の
徹
底
等
に
つ
い
て
 

陳
情
第
89
号
　
非
核
都
市
練
馬

区
宣
言
を
し
て
い
る
区
と
し
て
、

都
に
対
し
て
放
射
性
物
質
の
受

け
入
れ
を
凍
結
す
る
よ
う
働
き

か
け
る
こ
と
に
つ
い
て
 

               区
長
の
専
決
処
分
事
項
の
承
認

に
つ
い
て
（
平
成
24
年
度
練
馬

区
一
般
会
計
補
正
予
算
）
 

補
正
額
１
億
９
千
365
万
２
千
円
 

計
２
千
323
億
９
千
821
万
７
千
円
 

練
馬
区
防
災
会
議
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
 

練
馬
区
災
害
対
策
本
部
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
 

練
馬
区
暴
力
団
排
除
条
例
 

区
に
お
け
る
暴
力
団
排
除
活
動

に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、

区
お
よ
び
区
民
等
の
責
務
を
明

ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
暴
力

団
排
除
活
動
を
推
進
す
る
た
め

の
措
置
等
を
定
め
、
も
っ
て
区

民
の
安
全
で
平
穏
な
生
活
を
確

保
し
、
事
業
活
動
の
健
全
な
発

展
に
寄
与
す
る
た
め
、
条
例
を

制
定
す
る
。
 

練
馬
区
特
別
職
の
職
員
で
非
常

勤
の
も
の
の
報
酬
お
よ
び
費
用

弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
 

練
馬
区
事
務
手
数
料
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
 

練
馬
区
工
場
立
地
法
地
域
準
則

条
例
 

練
馬
区
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
お

よ
び
運
営
等
の
基
準
に
関
す
る

条
例
 

練
馬
区
指
定
地
域
密
着
型
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、

設
備
お
よ
び
運
営
な
ら
び
に
指

定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め

の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
等
の

基
準
に
関
す
る
条
例
 

練
馬
区
診
療
所
に
お
け
る
専
属

の
薬
剤
師
の
配
置
の
基
準
に
関

す
る
条
例
 

練
馬
区
食
品
衛
生
検
査
施
設
の

設
備
お
よ
び
職
員
の
配
置
の
基

準
に
関
す
る
条
例
 

練
馬
区
廃
棄
物
の
処
理
お
よ
び

清
掃
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
 

一
般
廃
棄
物
処
理
業
の
許
可
事

務
に
つ
い
て
東
京
二
十
三
区
清

掃
協
議
会
に
お
い
て
共
同
処
理

を
行
う
こ
と
に
伴
い
、
所
要
の

改
正
を
行
う
と
と
も
に
、
古
紙

等
の
持
ち
去
り
行
為
を
行
わ
な

い
よ
う
命
令
を
受
け
た
者
に
つ

い
て
、
新
た
に
氏
名
等
の
公
表

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

す
る
ほ
か
、
廃
棄
物
処
理
手
数

料
の
改
定
を
行
う
。
 

練
馬
区
立
密
集
住
宅
市
街
地
整

備
促
進
事
業
用
住
宅
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
 

練
馬
区
営
住
宅
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
 

練
馬
区
立
高
齢
者
集
合
住
宅
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
 

練
馬
区
建
築
基
準
法
等
の
事
務

に
係
る
手
数
料
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
 

練
馬
区
立
都
市
公
園
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
 

南
大
泉
三
丁
目
第
二
緑
地
（
南

大
泉
３
―
18
―
15
）
お
よ
び
、

お
く
ら
や
ま
西
緑
地
（
南
田
中

４
―
18
―
10
）
を
新
設
す
る
。
 

練
馬
区
立
自
転
車
駐
車
場
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
 

上
石
神
井
駅
北
第
三
自
転
車
駐

車
場
を
移
設
す
る
た
め
、
所
要

の
改
正
を
行
う
。
 

練
馬
区
保
育
所
保
育
料
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
 

地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
よ
る
、

住
民
税
の
年
少
扶
養
控
除
お
よ

び
特
定
扶
養
控
除
の
上
乗
せ
部

分
の
廃
止
に
伴
う
保
育
料
へ
の

影
響
を
抑
制
す
る
た
め
、
所
要

の
改
正
を
行
う
と
と
も
に
、
保

育
料
の
算
定
に
必
要
な
関
係
書

類
の
提
出
に
係
る
保
護
者
の
負

担
の
軽
減
等
を
図
る
た
め
、
保

育
料
の
決
定
時
期
を
４
月
か
ら

７
月
に
変
更
す
る
。
 

特
別
区
道
路
線
の
認
定
に
つ
い

て
（
１
件
）
 

特
別
区
道
路
線
の
廃
止
に
つ
い

て
（
１
件
）
 

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

（
練
馬
区
立
向
山
庭
園
）
 

ア
ゴ
ラ
造
園
株
式
会
社
 

〔
期
間
〕
５
年
 

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

（
練
馬
区
立
大
泉
町
福
祉
園
）
 

社
会
福
祉
法
人
　
武
蔵
野
会
 

〔
期
間
〕
５
年
 

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

（
練
馬
区
立
下
田
少
年
自
然
の

家
）
 

株
式
会
社
　
ク
ッ
ク
ラ
ン
ド
 

〔
期
間
〕
５
年
 

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

（
練
馬
区
立
稲
荷
山
図
書
館
）
 

株
式
会
社
　
ヴ
ィ
ア
ッ
ク
ス
 

〔
期
間
〕
５
年
 

賛
成
＝
自
民
党
　
公
明
党
 

　
　
　
民
主
無
所
属
 

　
　
　
み
ん
な
の
党
　
無
所
属
 

　
　
　
練
馬
刷
新
 

反
対
＝
ネ
・
市
・
ふ
　
共
産
党

　
　
　
護
憲
　
オ
ン
ブ
ズ
 

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

（
練
馬
区
立
南
大
泉
図
書
館
）
 

日
本
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
サ
ー
ビ

ス
株
式
会
社
 

〔
期
間
〕
５
年
 

賛
成
＝
自
民
党
　
公
明
党
 

　
　
　
民
主
無
所
属
 

　
　
　
み
ん
な
の
党
　
無
所
属
 

　
　
　
練
馬
刷
新
 

反
対
＝
ネ
・
市
・
ふ
　
共
産
党

　
　
　
護
憲
　
オ
ン
ブ
ズ
 

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

（
練
馬
区
立
光
が
丘
児
童
館
）
 

社
会
福
祉
法
人
　
雲
柱
社
 

〔
期
間
〕
５
年
 

賛
成
＝
自
民
党
　
公
明
党
 

　
　
　
民
主
無
所
属
 

　
　
　
み
ん
な
の
党
　
無
所
属
 

　
　
　
練
馬
刷
新
 

反
対
＝
ネ
・
市
・
ふ
　
共
産
党

　
　
　
護
憲
　
オ
ン
ブ
ズ
 

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

（
練
馬
区
立
上
石
神
井
児
童
館
）
 

株
式
会
社
　
小
学
館
集
英
社
プ

ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
 

〔
期
間
〕
５
年
 

賛
成
＝
自
民
党
　
公
明
党
 

　
　
　
民
主
無
所
属
 

　
　
　
み
ん
な
の
党
　
無
所
属
 

　
　
　
練
馬
刷
新
 

反
対
＝
ネ
・
市
・
ふ
　
共
産
党

　
　
　
護
憲
　
オ
ン
ブ
ズ
 

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

（
練
馬
区
立
上
石
神
井
児
童
館

学
童
ク
ラ
ブ
お
よ
び
練
馬
区
立

上
石
神
井
小
学
童
ク
ラ
ブ
）
 

株
式
会
社
　
小
学
館
集
英
社
プ

ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
 

〔
期
間
〕
５
年
 

賛
成
＝
自
民
党
　
公
明
党
 

　
　
　
民
主
無
所
属
 

　
　
　
み
ん
な
の
党
　
無
所
属
 

　
　
　
練
馬
刷
新
 

反
対
＝
ネ
・
市
・
ふ
　
共
産
党

　
　
　
護
憲
　
オ
ン
ブ
ズ
 

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

（
練
馬
区
立
光
が
丘
子
ど
も
家

庭
支
援
セ
ン
タ
ー
）
 

社
会
福
祉
法
人
　
雲
柱
社
 

〔
期
間
〕
５
年
 

東
京
二
十
三
区
清
掃
協
議
会
規

約
の
一
部
を
変
更
す
る
規
約
 

一
般
廃
棄
物
処
理
業
お
よ
び
浄

化
槽
清
掃
業
の
許
可
事
務
に
つ

い
て
東
京
二
十
三
区
清
掃
協
議

会
に
お
い
て
共
同
処
理
を
行
う

こ
と
と
す
る
た
め
、
規
約
の
変

更
を
行
う
。
 

補
助
金
に
係
る
損
害
賠
償
請
求

に
関
す
る
訴
え
の
提
起
に
つ
い

て
 

区
長
の
専
決
処
分
事
項
の
承
認

に
つ
い
て
（
平
成
24
年
度
練
馬

区
一
般
会
計
補
正
予
算
）
 

補
正
額
１
億
３
千
968
万
１
千
円
 

計
２
千
325
億
３
千
789
万
８
千
円
 

練
馬
区
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
 

練
馬
区
立
幼
稚
園
教
育
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
 

  防
災
・
減
災
体
制
再
構
築
推
進

基
本
法
（
防
災
・
減
災
ニ
ュ
ー

デ
ィ
ー
ル
基
本
法
）
の
制
定
を

求
め
る
意
見
書
 

北
朝
鮮
の
ミ
サ
イ
ル
発
射
に
対

し
て
断
固
抗
議
す
る
決
議
 

（
右
２
件
は
７
面
に
全
文
を
掲
載
） 

賛
成
＝
自
民
党
　
公
明
党
 

　
　
　
民
主
無
所
属
　
共
産
党

　
　
　
み
ん
な
の
党
　
護
憲
　

　
　
　
オ
ン
ブ
ズ
　
無
所
属
 

　
　
　
練
馬
刷
新
 

反
対
＝
ネ
・
市
・
ふ
 

   固
定
資
産
税
お
よ
び
都
市
計
画

税
の
軽
減
措
置
等
の
継
続
を
求

め
る
意
見
書
 

（
７
面
に
全
文
を
掲
載
）
 

        陳
情
第
104
号
・
第
105
号
　
固
定
 

★
議
員
提
出
議
案 

★
委
員
会
提
出
議
案 

会派の略称　自民党：練馬区議会自由民主党　公明党：練馬区議会公明党　民主無所属：練馬区議会民主党・無所属クラブ　ネ・市・ふ：生活者ネット・市民の声・ふくしフォーラム 
　　　　　　共産党：日本共産党練馬区議団　みんなの党：練馬区議会みんなの党　護憲：練馬区議会護憲連合　オンブズ：オンブズマン練馬　無所属：練馬区議会無所属 
　　　　　　練馬刷新：練馬刷新の会 
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可
決
し
た
も
の

可
決
し
た
も
の 

可
決
し
た
も
の 

本
会
議
で
賛
否
の
分
か
れ
た
議
案
に
つ
い
て
は
◆
印
で
表
示

し
、賛
成
、反
対
そ
れ
ぞ
れ
の
会
派
名
を
記
載
し
て
い
ま
す
。
 

議
決
議
決

議
案
議
案 
議
決
議
決

議
案
議
案 
議
決

議
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不
採
択

不
採
択

 

不
採
択

 

採
　
　
択

採
　
　
択 

採
　
　
択 

結
果
の
で
た

結
果
の
で
た 

結
果
の
で
た

結
果
の
で
た 

結
果
の
で
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陳
　
情

陳
　
情 

陳
　
情

陳
　
情 

陳
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